
 

別表六（十九）の記載の仕方 
 

１ この明細書は、青色申告書を提出する法人が措置法第

42条の11の２第２項((((地域経済牽
けん

引事業の促進区域内に

おいて特定事業用機械等を取得した場合の法人税額の特

別控除))))の規定の適用を受ける場合に記載します。 

２ 「特定税額控除規定の適用可否」の欄は、次に掲げる

場合のいずれかに該当する場合に「可」と記載します。 

  ⑴ 当該事業年度が令和８年４月１日前に開始した事業

年度である場合において、別表六（七）「６」、「７」、

「13」、「14」又は「18」の要件のいずれかに該当す

るとき。 

 ⑵ 当該事業年度が令和８年４月１日から令和11年３月

31日までの間に開始する各事業年度である場合にお

いて、別表六（七）「６」若しくは「７」の要件及び

同表「13」若しくは「14」の要件のいずれにも該当し、

又は同表「18」の要件に該当するとき。 

  ⑶ 措置法第42条の４第19項第７号((((試験研究を行った

場合の法人税額の特別控除))))に規定する中小企業者

（同項第８号に規定する適用除外事業者又は同項第

８号の２に規定する通算適用除外事業者に該当する

ものを除きます。）又は同項第９号に規定する農業協

同組合等に該当する場合 

３ 「法人税法上の圧縮記帳による積立金計上額９」の欄

は、法第42条から第49条まで((((圧縮記帳))))の規定の適用

を受ける場合において、圧縮記帳による圧縮額を積立金

として積み立てる方法により経理したときは、その経理

した金額を記載します。 

４ 「差引改定取得価額10」の欄は、特定事業用機械等（措

置法第42条の11の２第１項に規定する特定事業用機械等

をいいます。）に係る一の特定地域経済牽引事業施設等

（同項に規定する特定地域経済牽引事業施設等をいいま

す。）を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及

びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が80億

円を超える場合には、 

「 差  引  改  定  取  得  価  額 
 

                      10  と読 

 
                       」 

 み替えて計算した金額を記載します。この場合には、「機

械設備等の概要」の欄に当該合計額その他参考となるべ

き事項を記載します。 

５ 「同上のうち地域の成長発展の基盤強化に著しく資す

る事業の用に供したものに係る額13」の欄は、「同上の

うち機械及び装置並びに器具及び備品に係る額12」の金

額のうち特定法人（措置法第42条の11の２第１項第１号

に規定する特定法人をいいます。６において同じです。）

がその同項に規定する承認地域経済牽引事業（措置法令

第27条の11の２第２項((((地域経済牽引事業の促進区域内

において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又

は法人税額の特別控除))))の規定による主務大臣の確認を

受けたものに限ります。６において「承認地域経済牽引

事業」といいます。）の用に供した機械及び装置並びに

器具及び備品に係る額の合計額を記載します。 

６ 「同上のうち地域の事業者に対して著しい経済的効果

を及ぼす事業の用に供したものに係る額14」の欄は、「同

上のうち地域の成長発展の基盤強化に著しく資する事業

の用に供したものに係る額13」の金額のうち特定法人が

その承認地域経済牽引事業（措置法令第27条の11の２第

３項の規定による主務大臣の確認を受けたものに限りま

す。）の用に供した機械及び装置並びに器具及び備品に

係る額の合計額を記載します。 

 

⑻－⑼ 

一の特定地域経済牽引事業施設等
を構成する機械及び装置、器具及び
備品、建物及びその附属設備並びに
構築物の取得価額の合計額 

80億円 × 


